
市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法）市町村の合併の特例等に関する法律（合併新法）

総務大臣の定める基本指針

都道府県の構想

合併協議会設置協議について
議会に付議

市町村長が選管に住民投票請求

住民が有権者の６分の１以上の署名を集めて
住民投票請求

議会が否決した場合

市町村長が住民投票請求しない場合

合併協議会の設置

有効投票の過半数の賛成の場合

合併協議会設置の勧告
（地方自治法２５２の２④）

申請に基づき、
市町村合併調整委員
を任命し、あっせん・調停

合併協議推進勧告

都道府県知事は、勧告に基づいて講じた措置
について報告を求めることができる。

合併協議会が設置されていない場合 合併協議会が設置されている場合

都道府県が基本指針に基づき、市町村合併の
推進に関する構想を策定

構想の対象とすべき構想の対象とすべき
市町村の組合せ市町村の組合せ
①生活圏域を踏まえた行
政区域を形成

②指定都市、中核市等へ
③小規模市町村

↓

※地理的条件等を考慮

おおむね人口１万未満

（H17.5.31総務大臣告示）


